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第 １ 章  総 則  

第 １ 節  目 的  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  本 学 は ， 教 育 基 本 法 並 び に 学 校 教 育 法 に 基 づ き ， 仏 教 精 神 に よ り ，

人 間 を 総 合 的 に 理 解 し ， 人 類 の 福 祉 に 貢 献 す る 人 材 を 養 成 す る こ と を 目

的 と す る 。  

（ 自 己 点 検 ・ 評 価 及 び 認 証 評 価 ）  

第 ２ 条  本 学 は ， 教 育 研 究 水 準 の 向 上 と 特 色 を よ り 発 揮 し ， そ の 目 的 及 び

社 会 的 使 命 を 達 成 す る た め に ， 教 育 研 究 活 動 等 の 状 況 に つ い て 自 己 点

検 ・ 評 価 を 行 い ,教 育 研 究 活 動 等 の 改 善 及 び 充 実 に 努 め る も の と す る 。

（ 教 育 内 容 等 改 善 の た め の 組 織 的 な 研 修 等 ）  

２  前 項 の 点 検 及 び 評 価 の 結 果 に つ い て ， 政 令 で 定 め る 期 間 ご と に ， 文 部

科 学 大 臣 の 認 証 を 受 け た 認 証 評 価 機 関 に よ る 認 証 評 価 を 受 け る も の と す

る 。  

第 ２ 条 の ２  本 学 は ， 教 育 の 内 容 及 び 方 法 の 改 善 を 図 る た め の 組 織 的 な 研

修 及 び 研 究 を 実 施 す る 。  

（ 情 報 公 開 ）  

第 ２ 条 の ３  本 学 は ， 法 令 に 基 づ き ， 教 育 研 究 活 動 等 の 状 況 に つ い て 積 極

的 に 公 表 す る 。  

２  自 己 点 検 ・ 評 価 の 結 果 の 概 要 は ， 原 則 と し て 公 表 す る も の と す る 。  

３  自 己 点 検 ・ 評 価 に 関 す る 委 員 会 は ， 別 に 定 め る 。  

 

第 ２ 節  組 織  

（ 学 部 ）  

第 ３ 条  本 学 に ， 次 の 学 部 ・ 学 科 を 置 く 。  

     仏 教 学 部     仏 教 学 科  

     人 間 学 部      人 間 科 学 科  

             社 会 福 祉 学 科  

     臨 床 心 理 学 部   臨 床 心 理 学 科  

     文 学 部      人 文 学 科  

             日 本 文 学 科  

             歴 史 学 科  

     表 現 学 部     表 現 文 化 学 科  

メ デ ィ ア 表 現 学 科  

     地 域 創 生 学 部   地 域 創 生 学 科  

公 共 政 策 学 科  

２  前 項 の 各 学 部 に 置 く 学 科 の 入 学 定 員 及 び 収 容 定 員 は ， 次 の と お り と す

る 。  

 

学  部  学    科  入学定員  
３年次  

編入学定員  
収容定員  

仏教学部  仏教学科 100名  33名  466名  

人 間学部  

人間科学科 120名 2名 484名 

社会福祉学科 65名 2名 264名 
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臨 床心理 学部  臨床心理学科 110名  2名  444名  

文  学  部  

人文学科 65名  2名  264名  

日本文学科 70名  2名  284名  

歴史学科 160名  2名  644名  

表現学部  

表現文化学科 80名  －  320名  

メディア表現学科 155名  －  620名  

地域創生学部  

地域創生学科 100名  －  400名  

公共政策学科 100名  －  400名  

合      計 1,125名  45名  4,590名  

３  学 部 の 学 科 ご と の 人 材 育 成 並 び に 教 育 研 究 の 目 的 は 別 の 規 程 に 定 め る 。  

（ 大 学 院 ）  

第 ４ 条  本 学 に 大 学 院 を 置 く 。  

２  大 学 院 に 関 す る 規 則 は ， 別 に 定 め る 。  

（ 別 科 ）  

第 ５ 条  本 学 に 別 科 を 置 く 。  

２  別 科 に 関 す る 規 則 は ， 別 に 定 め る 。  

（ 附 属 研 究 所 ）  

第 ６ 条  本 学 に ， 次 の 研 究 所 を 置 く 。  

大 正 大 学 綜 合 仏 教 研 究 所  

  大 正 大 学 カ ウ ン セ リ ン グ 研 究 所  

  大 正 大 学 地 域 構 想 研 究 所  

  大 正 大 学 エ ン ロ ー ル メ ン ト ・ マ ネ ジ メ ン ト 研 究 所  

（ 附 属 図 書 館 ）  

第 ７ 条  本 学 に ， 附 属 図 書 館 を 置 く 。  

第 ８ 条  削 除  

（ 事 務 局 ）  

第 ９ 条  本 学 に ， 事 務 局 を 置 く 。  

第 ９ 条 の ２  本 学 に ， 次 の 機 構 を 置 く 。  

 総 合 学 修 支 援 機 構 Ｄ Ａ Ｃ  

リ レ ー シ ョ ン シ ッ プ ・ マ ネ ジ メ ン ト 推 進 機 構  

２  リ レ ー シ ョ ン シ ッ プ ・ マ ネ ジ メ ン ト 推 進 機 構 に ， 次 の セ ン タ ー を 置 く 。  

ア ド ミ ッ シ ョ ン セ ン タ ー  

ブ ラ ン デ ィ ン グ セ ン タ ー  

キ ャ リ ア セ ン タ ー  

第 ９ 条 の ３  削 除  

第 ９ 条 の ４  削 除  

 

第 ３ 節  職 員 組 織  

（ 職 員 組 織 ）  

第 10条  本 学 に 学 長 ， 副 学 長 ， 学 部 長 ， 学 長 補 佐 を 置 く 。  

(1)   学 長 は 校 務 を つ か さ ど り ， 教 職 員 を 統 督 す る 。  

(2)   副 学 長 は 学 長 を 助 け ， 命 を 受 け て 公 務 を つ か さ ど る 。  
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(3)   学 部 長 は 学 長 及 び 副 学 長 を 助 け ， 命 を 受 け て 当 該 学 部 に 関 す る

事 項 を 統 轄 す る 。  

(4)   学 長 補 佐 は 学 長 の 命 を 受 け て ， 学 務 に 関 す る 事 項 を 補 佐 す る 。  

第 11条  本 学 に 教 育 職 員 及 び 事 務 職 員 を 置 く 。  

 (1)   教 育 職 員 は ， 専 任 の 教 授 ， 准 教 授 ， 講 師 ， 助 教 ， 特 任 教 員 ， 任 期

制 教 員 と す る 。  

(2) 教 育 職 員 に 名 誉 教 授 ， 特 命 教 員 ， 招 聘 教 授 ， 特 遇 教 授 ， 客 員 教 員 ， イ

ン ス ト ラ ク タ 及 び 非 常 勤 講 師 を 置 く こ と が で き る 。  

(3) 事 務 職 員 は ， 事 務 局 長 ， 副 事 務 局 長 ， 部 長 ， 部 長 補 佐 ， 課 長 ， 統 括 主

幹 ， 係 長 ， 主 任 ， 課 員 と す る 。  

(4)   事 務 局 長 は ， 学 長 を 補 佐 し ， 事 務 全 般 を 統 轄 す る 。  

(5)   事 務 職 員 は ， そ の 執 務 内 容 に よ り 事 務 系 ， 技 術 系 に 区 分 す る 。  

（ 基 幹 教 員 ）  

第 11条 の ２  各 教 育 課 程 上 主 要 と 認 め る 授 業 科 目 （ 以 下 「 主 要 授 業 科 目 」

と い う 。 ） に つ い て は ， 本 学 の 教 育 研 究 に 専 ら 従 事 し ， 教 育 課 程 の 編 成

そ の 他 の 学 部 等 の 運 営 に つ い て 責 任 を 担 う 学 部 の 種 類 及 び 規 模 に 応 じ て

定 め る 教 員 （ 以 下 「 基 幹 教 員 」 と い う 。 ） が 原 則 と し て 担 当 す る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず ， １ 年 に つ き ８ 単 位 以 上 の 本 学 の 教 育 課 程 に

係 る 授 業 科 目 を 担 当 し ， 教 育 課 程 の 編 成 そ の 他 の 学 部 等 の 運 営 に つ い て

責 任 を 担 う 者 も 基 幹 教 員 と す る 。  

３  主 要 授 業 科 目 以 外 の 授 業 科 目 に つ い て は ， な る べ く 基 幹 教 員 が 担 当 す

る 。  

４  本 学 は ， 各 授 業 科 目 に つ い て ， 当 該 授 業 科 目 を 担 当 す る 教 員 以 外 の 教

員 ， 学 生 そ の 他 の 大 学 が 定 め る 者 （ 以 下 「 指 導 補 助 者 」 と い う 。 ） に 補

助 さ せ る こ と が で き ， ま た ， 十 分 な 教 育 効 果 を 上 げ る こ と が で き る と 認

め ら れ る 場 合 は ， 当 該 授 業 科 目 を 担 当 す る 教 員 の 指 導 計 画 に 基 づ き ， 指

導 補 助 者 に 授 業 の 一 部 を 分 担 さ せ る こ と が で き る 。  

（ 職 員 会 ）  

第 12条  職 員 会 は ， 事 務 職 員 を も っ て 構 成 し ， 事 務 遂 行 に 必 要 な 事 項 に つ
い て 協 議 す る 。  

２  構 成 員 に つ い て は 別 に 定 め る 。  

 

第 ４ 節  教 授 会  

（ 教 授 会 ）  

第 13条  学 部 に 教 授 会 を 置 き ， 専 任 の 教 授 ， 准 教 授 ， 講 師 ， 特 任 教 員 及 び

任 期 制 教 員 を も っ て 構 成 す る 。  

(1)  学 部 長 は ， 教 授 会 を 招 集 し ， そ の 議 長 と な る 。 学 部 長 に 支 障 の あ

る と き は ， 教 授 会 が 選 定 し た 教 授 が こ れ を 代 行 す る 。  

(2)  学 部 長 は ， 必 要 に 応 じ て そ の 他 の 教 職 員 の 出 席 を 求 め る こ と が で

き る 。  

第 14条  学 長 は ， 教 授 会 を 統 合 し た 教 授 会 連 合 会 を 招 集 し ， 副 学 長 が そ の

議 長 と な る 。  

２  学 長 は ， 必 要 に 応 じ て そ の 他 の 教 職 員 の 出 席 を 求 め る こ と が で き る 。  

第 15条  教 授 会 連 合 会 は ， 次 の 事 項 を 審 議 す る 。  

(1)  教 育 課 程 の 編 成 に 関 す る 事 項  

(2)  学 位 授 与 に 関 す る 事 項  

(3)  学 生 の 入 学 及 び 卒 業 に 関 す る 事 項  

(4)  学 生 の 懲 戒 に 関 す る 事 項  

(5)  教 員 の 教 育 研 究 業 績 の 審 査 に 関 す る 事 項  

(6)   学 則 の 改 廃 及 び 教 育 研 究 に 関 す る 学 内 諸 規 程 の 制 定 ， 改 廃 に 関

す る 事 項  
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(7)  学 長 の 諮 問 す る 事 項  

( 8)  そ の 他 教 育 研 究 に 関 す る 事 項  

２  次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て は ， 学 長 が 決 定 を 行 う に 当 た っ て 教 授 会 連 合

会 が 意 見 を 述 べ る も の と す る 。  

(1) 学 生 の 入 学 及 び 卒 業  

(2) 学 位 の 授 与  

(3)  前 ２ 号 に 掲 げ る も の の ほ か ， 教 育 研 究 に 関 す る 重 要 な 事 項 で ， 教

授 会 連 合 会 の 意 見 を 聴 く こ と が 必 要 な も の と し て 学 長 が 定 め る も の  

（ 代 議 員 会 ）  

第 16条  教 授 会 連 合 会 は ， 構 成 員 の 一 部 を も っ て 構 成 す る 代 議 員 会 を 置 き ，

第 15条 に つ い て 審 議 を 委 ね る こ と が で き る 。  

２  代 議 員 会 は ， 第 15 条 第 ２ 項 に 掲 げ る 事 項 に つ い て ， 教 授 会 連 合 会 に

代 わ り ， 意 見 を 述 べ る も の と す る 。  

３  教 授 会 連 合 会 は ， 代 議 員 会 の 議 決 を も っ て ， 教 授 会 連 合 会 の 議 決 と す

る 。  

４  代 議 員 会 に 関 す る 事 項 は ， 別 に 定 め る 。  

 

 

 

 

第 ５ 節  学 年 ， 学 期 ， 休 業 日  

（ 学 年 ）  

第 17条  学 年 は ４ 月 １ 日 に 始 ま り ， 翌 年 ３ 月 31日 に 終 わ る 。  

（ 学 期 ）  

第 18条  １ 年 間 に 授 業 を 行 う 期 間 は ， ガ イ ダ ン ス 等 の 期 間 を 含 め 35週 に わ

た る も の と し ， 学 期 等 に つ い て は 次 の と お り と す る 。  

春 学 期 （ 第 １ セ メ ス タ ー ）   

秋 学 期 （ 第 ２ セ メ ス タ ー ）   

た だ し ， ９ 月 １ 日 か ら ９ 月 25日 ま で は 集 中 講 義 を 行 う 場 合 が あ る 。  

２  前 項 に 定 め る 各 学 期 は ， 前 半 及 び 後 半 に 分 け る こ と が で き る 。  

春 学 期 前 半 （ 第 １ ク ォ ー タ ー ）  

春 学 期 後 半 （ 第 ２ ク ォ ー タ ー ）  

秋 学 期 前 半 （ 第 ３ ク ォ ー タ ー ）  

秋 学 期 後 半 （ 第 ４ ク ォ ー タ ー ）  

３  前 ２ 項 の 授 業 日 程 は 毎 年 度 代 議 員 会 の 議 を 経 て 学 長 が こ れ を 定 め る 。  

（ 休 業 日 ）  

第 19条  休 業 日 は ， 次 の と お り と す る 。  

(1)  国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 23年 法 律 第 178号 ） に 定 め る 休 日  

(2)  日 曜 日  

(3)  春 期 休 業     

(4)  夏 期 休 業     

(5)  冬 期 休 業     

２  学 長 は ， 代 議 員 会 の 議 を 経 て 休 業 日 を 変 更 し ， 又 は 臨 時 に 休 業 日 を 定

め る こ と が で き る 。  

（ 創 立 記 念 ）  

第 20条  本 学 の 創 立 記 念 日 は ， 11月 ５ 日 と す る 。  

 

第 ２ 章  学 部 通 則  

第 １ 節  修 業 年 限 及 び 在 学 年 限  

（ 修 業 年 限 ）  
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第 21条  学 部 の 修 業 年 限 は ， ４ 年 （ ８ 学 期 ） と す る 。  

（ 在 学 年 限 ）  

第 22条  学 生 の 在 学 年 限 は ， ８ 年 （ 16学 期 ） を 超 え る こ と が で き な い 。  

２  編 入 学 生 の 在 学 年 限 は ， ４ 年 （ ８ 学 期 ） を 超 え る こ と が で き な い 。  

（ 進 級 ）  

第 23条  入 学 後 １ 年 （ ２ 学 期 ） 以 上 在 学 し ， 20単 位 以 上 修 得 し た 者 は ， 第

２ 学 年 に 進 級 す る 。  

２  第 ２ 学 年 に １ 年 （ ２ 学 期 ） 以 上 在 学 し ， 62単 位 以 上 修 得 し た 者 は ， 第

３ 学 年 に 進 級 す る 。  

３  第 ３ 学 年 に １ 年 （ ２ 学 期 ） 以 上 在 学 し ， 90単 位 以 上 修 得 し た 者 は ， 第

４ 学 年 に 進 級 す る 。  

４  前 項 ま で の 条 件 に 併 せ て ， 各 学 年 及 び セ メ ス タ ー 又 は ク ォ ー タ ー ご と

に ， 履 修 単 位 数 の 上 限 を 別 に 定 め る 。  

 

第 ２ 節  入 学  

（ 入 学 の 時 期 ）  

第 24条  入 学 の 時 期 は ， 毎 学 年 の 始 め と す る 。 た だ し ， 学 年 の 途 中 に お い

て も ， 学 期 の 区 分 に 従 い ， 学 生 を 入 学 さ せ る こ と が で き る 。  

（ 入 学 資 格 ）  

第 25条  本 学 へ 入 学 す る こ と の で き る 者 は ， 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 者 と

す る 。  

(1)  高 等 学 校 又 は 中 等 教 育 学 校 を 卒 業 し た 者  

(2)  特 別 支 援 学 校 の 高 等 部 又 は 高 等 専 門 学 校 の ３ 年 次 を 修 了 し た 者  

(3)  外 国 に お い て ， 学 校 教 育 に お け る 12年 の 課 程 を 修 了 し た 者 ， 又 は

こ れ に 準 ず る 者 で 文 部 科 学 大 臣 の 指 定 し た 者 （ 12年 未 満 の 課 程 の

場 合 は ， さ ら に ， 指 定 さ れ た 準 備 教 育 課 程 又 は 研 修 施 設 の 課 程 を

修 了 す る 必 要 が あ る 。 ）  

 

(4)  外 国 に お け る ， 12年 の 課 程 修 了 相 当 の 学 力 認 定 試 験 に 合 格 し 18歳

以 上 の 者 （ 12年 未 満 の 課 程 の 場 合 は ， さ ら に ， 指 定 さ れ た 準 備 教 育

課 程 又 は 研 修 施 設 の 課 程 を 修 了 す る 必 要 が あ る 。 ）  

(5)  外 国 に お い て ， 指 定 さ れ た 11年 以 上 の 課 程 を 修 了 し た と さ れ る も

の で あ る こ と 等 の 要 件 を 満 た す 高 等 学 校 に 対 応 す る 学 校 の 課 程 を 修

了 し た 者  

(6)  我 が 国 に お い て ， 外 国 の 高 等 学 校 相 当 と し て 指 定 し た 外 国 人 学 校

を 修 了 し た 者 （ 12年 未 満 の 課 程 の 場 合 は ， さ ら に ， 指 定 さ れ た 準 備

教 育 課 程 を 修 了 す る 必 要 が あ る 。 ）  

(7)  高 等 学 校 と 同 等 と 認 定 さ れ た 在 外 教 育 施 設 の 課 程 を 修 了 し た 者  

(8)  指 定 さ れ た 専 修 学 校 の 高 等 課 程 を 修 了 し た 者  

(9)  旧 制 学 校 等 を 修 了 し た 者  

(10)  外 国 の 大 学 入 学 資 格 で あ る 国 際 バ カ ロ レ ア ， ア ビ ト ゥ ア ， バ カ

ロ レ ア ， Ｇ Ｃ Ｅ Ａ レ ベ ル を 保 有 す る 者  

(11)  国 際 的 な 評 価 団 体 （ Ｗ Ａ Ｓ Ｃ ， Ｃ Ｉ Ｓ ， Ａ Ｃ Ｓ Ｉ ） の 認 定 を 受

け た 教 育 施 設 の 12年 の 課 程 を 修 了 し た 者  

(12)  高 等 学 校 卒 業 程 度 認 定 試 験 （ 旧 大 検 ） に 合 格 し た 者 （ な お ， 18

歳 に 達 し て い な い と き は ， 18歳 に 達 し た 日 の 翌 日 か ら 認 定 試 験 合

格 者 と な る 。 ）  

(13)  本 学 に お い て 個 別 の 入 学 資 格 審 査 に よ り 認 め た 18歳 以 上 の 者  

 

（ 入 学 者 の 出 願 ）  

第 26条  入 学 志 願 者 は ， 本 学 所 定 の 書 類 等 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  提 出 の 時 期 ・ 方 法 ・ 添 付 の 書 類 等 に つ い て は ， 別 に 定 め る 。  
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（ 入 学 者 の 選 考 及 び 入 学 許 可 ）  

第 27条  前 条 の 入 学 志 願 者 に つ い て は ， 選 考 の う え 学 長 が 入 学 を 許 可 す る 。  

２  学 生 に は 入 学 と 同 時 に 学 籍 番 号 を 付 与 し ， 在 学 中 の 事 務 取 扱 い は ， こ

の 学 籍 番 号 に よ っ て 処 理 す る 。  

（ 入 学 手 続 き ）  

第 28条  前 条 の 選 考 の 結 果 に 基 づ き 入 学 を 許 可 さ れ た 者 は ， 本 学 所 定 の 書

類 等 を 整 え ， 学 費 等 を 添 え て ， 指 定 の 期 日 ま で に 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。  

(1) 本 条 に 定 め る 手 続 き を し な い 者 は ， 入 学 の 許 可 を 取 消 す 。  

(2) 保 証 人 は ， 保 証 対 象 の 学 生 に 関 し て 大 学 が 直 接 連 絡 を す る こ と が で

き る 成 年 者 で あ っ て ， 日 本 に 居 住 し て い る 者 と す る 。  

(3) 保 証 人 の 責 務 は ， 次 の と お り と す る 。  

① 本 学 の 教 育 研 究 方 針 に 協 力 し ， 保 証 対 象 の 学 生 に 勉 学 を 努 め さ せ る

こ と  

② 学 生 の 休 学 及 び 退 学 時 に ， そ の 申 請 書 に 意 思 確 認 の た め 署 名 す る こ

と  

③ 保 証 対 象 の 学 生 が 本 学 に 対 し て 学 費 等 の 未 納 が 生 じ た 場 合 及 び 損 害

賠 償 義 務 そ の 他 の 債 務 を 負 う に 至 っ た 場 合 （ 本 学 の 懲 戒 に 関 す る 細

則 に 規 定 す る 懲 戒 事 由 に 該 当 す る 行 為 に 起 因 す る 場 合 を 含 む ） ， 当

該 学 生 と 連 帯 し て そ の 責 任 を 負 う こ と 。 た だ し ， 極 度 額 は 400万 円

と し ， い か な る 場 合 に も 同 額 を 超 え る 責 任 は 負 わ な い も の と す る 。  

(4) 保 証 対 象 の 学 生 に 本 学 の 懲 戒 事 由 に 該 当 す る 行 為 が あ っ た 場 合 及 び

学 費 未 納 等 本 学 に 対 す る 債 務 が 生 じ た 場 合 に は ， 本 学 は 直 接 保 証 人 へ

通 知 す る こ と が あ る 。  

２  保 証 人 が 死 亡 又 は そ の 資 格 を 喪 失 し た と き は ， 新 た に 保 証 人 を 定 め ，

届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

第 ３ 節  編 入 学 ， 再 入 学 ， 復 籍 ， 転 学 部 ， 転 学 科 及 び 二 重 学 籍 の

禁 止 ， 転 学  

（ 編 入 学 ， 再 入 学 ， 復 籍 ）  

第 30条  次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 者 で ， 本 学 へ の 編 入 学 を 希 望 す る 者 に つ

い て は ， 選 考 の う え 第 ３ 学 年 次 に 入 学 を 許 可 す る こ と が で き る 。  

(1) 本 学 又 は そ の 他 の 大 学 を 卒 業 し た 者  

(2) 大 学 に ２ 年 以 上 在 学 し ， 62単 位 以 上 修 得 し た 者  

(3) 専 修 学 校 の 専 門 課 程 を 修 了 し ， 文 部 科 学 大 臣 の 定 め る と こ ろ に よ る         

  者  

(4) 短 期 大 学 ， 工 業 教 員 養 成 所 ， 養 護 教 諭 養 成 所 ， 高 等 専 門 学 校 を 卒 業

し た 者  

(5) 旧 制 の 専 門 学 校 ， 高 等 学 校 高 等 科 ， 大 学 予 科 等 の 課 程 を 卒 業 又 は 修

了 し た 者  

２  第 49条 に よ り 退 学 し た 者 が ， 再 入 学 を 願 い 出 た と き は ， そ の 事 情 を 調

査 し 選 考 の う え 相 当 学 年 に 再 入 学 を 許 可 す る こ と が で き る 。 た だ し ， 再

入 学 を 願 い 出 る こ と の で き る 期 間 は ， 退 学 の 当 該 年 度 を 含 め て ３ 年 以 内

と し ， そ れ 以 上 の 場 合 は 選 考 に 学 科 試 験 を 課 す る も の と す る 。  

３  第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 入 学 を 許 可 さ れ た 者 は ， 既 に 修 得 し た

単 位 を ， 本 学 に お け る 授 業 科 目 の 履 修 と み な し ， 別 に 定 め る と こ ろ に よ

り 単 位 を 与 え る こ と が で き る 。  

４  第 62条 に よ り 退 学 の 処 分 を 受 け た 者 は ， 再 入 学 す る こ と が で き な い 。  

５  第 51条 第 １ 項 第 １ 号 に よ り 除 籍 さ れ た 者 が ， 復 籍 を 願 い 出 た と き は ，

そ の 事 情 を 調 査 し 選 考 の う え ， 在 籍 時 に 未 納 と な っ て い た 学 費 全 額 を 納

め た う え で 復 籍 を 許 可 す る こ と が あ る 。 た だ し ， 復 籍 を 願 い 出 る こ と の

で き る 期 間 は ， 除 籍 の 当 該 年 度 を 含 め て ３ 年 以 内 と し ， そ れ 以 上 の 場 合

は 選 考 に 学 科 試 験 を 課 す る も の と す る 。  
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６  前 項 の 規 定 に よ り 復 籍 を 許 可 さ れ た 者 は ， 既 に 修 得 し た 単 位 を ， 本 学

に お け る 授 業 科 目 の 履 修 と み な し ， 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 単 位 を 与 え

る こ と が で き る 。 な お ， 学 費 未 納 の 学 期 に 修 得 し た 単 位 を 含 め る 。  

７  復 籍 し た 者 が 第 51条 第 １ 項 第 １ 号 に よ り 再 度 除 籍 と な っ た 場 合 は ， 復

籍 す る こ と を 認 め な い 。  

第 31条  本 学 に 入 学 ， 編 入 学 ， 再 入 学 ， 復 籍 を 希 望 す る 者 は ， 本 学 所 定 の

書 類 等 に 入 学 検 定 料 を 添 え て 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  提 出 の 時 期 ， 方 法 ， 添 付 書 類 等 に つ い て は 別 に 定 め る 。  

第 32条  前 条 の 入 学 希 望 者 に つ い て は ， 選 考 の う え 学 長 が 入 学 を 許 可 す る 。  

（ 転 学 部 ， 転 学 科 ）  

第 33条  本 学 学 生 に し て ， 他 の 学 部 又 は 学 科 に 移 籍 を 希 望 す る 者 は ， 学 長

に 願 い 出 て 欠 員 の あ る 場 合 に 限 り ， 選 考 の う え ， １ ・ ２ 年 次 に 限 り 許 可

す る こ と が あ る 。  

（ 二 重 学 籍 の 禁 止 ， 転 学 ）  

第 34条  本 学 に 籍 を 置 く 学 生 は ， 他 の 大 学 又 は 大 学 院 と の 二 重 学 籍 を 禁 止

す る 。  

２  学 生 が 他 の 大 学 へ 転 学 す る た め に 他 大 学 受 験 を し よ う と す る と き は ，

出 願 前 に 学 長 に 願 い 出 て 許 可 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

３  学 生 が 他 の 大 学 に 転 学 し よ う と す る と き は ， 退 学 し な け れ ば な ら な い 。  

 

 

 

第 ４ 節  教 育 課 程 及 び 履 修 方 法 等  

（ 授 業 科 目 ）  

第 35条  授 業 科 目 は ， 第 Ⅰ 類 科 目 ， 第 Ⅱ 類 科 目 及 び 第 Ⅲ 類 科 目 か ら 構 成 さ

れ る 。  

第 36条  学 生 は ， 原 則 と し て 学 則 別 表 に 示 す 授 業 科 目 の 履 修 方 法 に 基 づ い

て ， 順 次 履 修 す る も の と す る 。  

（ 授 業 科 目 の 履 修 方 法 ）  

第 37条  本 学 の 教 育 課 程 に よ る 授 業 科 目 は ， 必 修 科 目 ， 選 択 科 目 ， 自 由 科

目 に 分 類 さ れ ， こ れ を 各 年 次 に 配 当 し て 編 成 す る も の と す る 。  

第 38条  第 35条 第 １ 項 に 規 定 す る 科 目 の 履 修 に つ い て は ， 次 の と お り と す

る 。  

(1)第 Ⅰ 類 科 目 は 共 通 教 育 と し ， そ れ ぞ れ の 履 修 に つ い て は ， 学 則 別 表 に

示 す 授 業 科 目 の 履 修 方 法 に よ る も の と す る 。  

(2)第 Ⅱ 類 科 目 の 履 修 に つ い て は ， 各 学 科 の 学 則 別 表 に 示 す 授 業 科 目 の 履

修 方 法 に よ る も の と す る 。  

(3)第 Ⅲ 類 科 目 は ， 資 格 課 程 ， キ ャ リ ア 形 成 ･ア ン ト レ プ レ ナ ー シ ッ プ 人

材 養 成 に 資 す る 科 目 と し ， 学 科 の 指 導 又 は 履 修 モ デ ル に よ り ， 学 則 別 表

の 各 群 か ら 履 修 す る も の と す る 。 た だ し ， 教 職 ・ 資 格 に 関 す る 科 目 の う

ち ， 教 科 に 関 す る 科 目 は 各 学 科 及 び 取 得 し よ う と す る 資 格 に よ っ て 履 修

が 指 定 さ れ る 。  

２  本 学 が 必 要 と 認 め る 場 合 は ， 他 の 教 育 研 究 機 関 の 協 力 を 得 て 授 業 を 実

施 す る こ と が で き る 。  

３  本 学 が 必 要 と 認 め る 場 合 は ， 他 の 教 育 ・ 研 究 機 関 の 協 力 を 得 て 授 業 を

実 施 す る こ と が で き る 。  

第 39条  学 生 は 所 属 す る 学 部 長 の 許 可 を 得 て ， 他 の 学 部 の 授 業 科 目 を 履 修

す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 ， 前 条 第 １ 項 第 3号 の 科 目 と し て 取 扱 う 。  

（ 他 の 大 学 等 に お け る 授 業 科 目 の 履 修 ）  
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第 39条 の ２  教 育 上 有 益 と 認 め る と き は ， 学 生 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ り

他 の 大 学 又 は 短 期 大 学 に お い て 履 修 し た 授 業 科 目 に つ い て 修 得 し た 単 位

を ， 60単 位 を 超 え な い 範 囲 で 本 学 に お け る 授 業 科 目 の 履 修 に よ り 修 得 し

た も の と み な す こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 は ， 学 生 が ， 外 国 の 大 学 又 は 短 期 大 学 に 留 学 す る 場 合 に 準

用 す る 。  

（ 大 学 以 外 の 教 育 施 設 等 に お け る 学 修 ）  

第 39条 の ３  教 育 上 有 益 と 認 め る と き は ， 学 生 が 行 う 短 期 大 学 又 は 高 等 専
門 学 校 の 専 攻 科 に お け る 学 修 そ の 他 文 部 科 学 大 臣 が 定 め る 学 修 及 び 本 学
が 定 め る 学 修 を ， 本 学 に お け る 授 業 科 目 の 履 修 と み な し ， 別 に 定 め る と
こ ろ に よ り 単 位 を 与 え る こ と が で き る 。  

２  前 項 に よ り 与 え る こ と が で き る 単 位 数 は ， 第 39条 の 2に よ り 本 学 に お
い て 修 得 し た も の と み な す 単 位 数 と 合 わ せ て 60単 位 を 超 え な い も の と す
る 。  

（ 入 学 前 の 既 修 得 単 位 等 の 認 定 ）  

第 39条 の ４  教 育 上 有 益 と 認 め る と き は ， 学 生 が 本 学 に 入 学 す る 前 に 大 学

又 は 短 期 大 学 （ 外 国 の 大 学 又 は こ れ に 相 当 す る 高 等 教 育 機 関 を 含 む 。 ）

に お い て 履 修 し た 授 業 科 目 に つ い て 修 得 し た 単 位 を ， 本 学 に 入 学 し た 後

の 本 学 に お け る 授 業 科 目 の 履 修 に よ り 修 得 し た も の と み な す こ と が で き

る 。  

２  教 育 上 有 益 と 認 め る と き は ， 学 生 が 本 学 に 入 学 す る 前 に 行 っ た 前 条 第

１ 項 に 規 定 す る 学 修 を ， 本 学 に お け る 授 業 科 目 の 履 修 と み な し ， 別 に 定

め る と こ ろ に よ り 単 位 を 与 え る こ と が で き る 。  

３  前 ２ 項 に よ り 修 得 し た も の と み な し ， 又 は 与 え る こ と が で き る 単 位 数

は ， 編 入 学 ， 転 入 学 等 の 場 合 を 除 き ， 本 学 に お い て 修 得 し た 単 位 以 外 の

も の に つ い て は ， 第 39条 の ２ 及 び 第 39条 の ３ に よ り 本 学 に お い て 修 得 し

た も の と み な す 単 位 数 と 合 わ せ て 60単 位 を 超 え な い も の と す る 。  

（ 取 得 で き る 資 格 等 ）  
第 40条  教 育 職 員 の 免 許 状 を 得 よ う と す る 者 は ， 別 表 （ ３ ） に よ る 教 職 に

関 す る 科 目 の 単 位 を 修 得 し な け れ ば な ら な い 。  

２  博 物 館 学 芸 員 の 資 格 を 得 よ う と す る 者 は ， 別 表 （ ５ ） に よ る 博 物 館 に

関 す る 科 目 の 単 位 を 修 得 し な け れ ば な ら な い 。  

３  図 書 館 司 書 の 資 格 を 得 よ う と す る 者 は ， 別 表 （ ６ ） に よ る 図 書 館 司 書

に 関 す る 科 目 の 単 位 を 修 得 し な け れ ば な ら な い 。  

４  学 校 図 書 館 司 書 教 諭 の 資 格 を 得 よ う と す る 者 は ， 別 表 （ ７ ） に よ る 学

校 図 書 館 司 書 教 諭 に 関 す る 科 目 の 単 位 を 修 得 し な け れ ば な ら な い 。  

５  社 会 福 祉 士 の 国 家 試 験 受 験 資 格 を 得 よ う と す る 者 は ， 別 表 （ ８ ） － １

に よ る 社 会 福 祉 士 に 関 す る 科 目 の 単 位 を 修 得 し な け れ ば な ら な い 。  

６  精 神 保 健 福 祉 士 の 国 家 試 験 受 験 資 格 を 得 よ う と す る 者 は ， 別 表 （ ８ ）

－ ２ に よ る 精 神 保 健 福 祉 士 に 関 す る 科 目 の 単 位 を 修 得 し な け れ ば な ら な

い 。  

７  日 本 語 教 員 養 成 課 程 を 履 修 し よ う と す る 者 は ， 別 表 （ ９ ） に よ る 日 本

語 教 員 資 格 に 関 す る 科 目 の 単 位 を 修 得 し な け れ ば な ら な い 。  

８  社 会 教 化 者 養 成 講 座 を 履 修 し よ う と す る 者 は ， 別 表 （ 10） に よ る 社 会

教 化 者 資 格 に 関 す る 科 目 の 単 位 を 修 得 し な け れ ば な ら な い 。  

 

 

第 41条  学 生 は ， 学 期 の 始 め に 履 修 し よ う と す る 授 業 科 目 を 登 録 す る も の

と す る 。  

（ 試 験 ）  

第 42条  削 除  

第 43条  試 験 は ， 授 業 内 等 の 試 験 と 卒 業 論 文 試 験 又 は 卒 業 研 究 試 験 と す る 。  
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（ 単 位 の 認 定 ）  

第 44条  単 位 認 定 の 基 準 は ， １ 単 位 の 授 業 科 目 を 45時 間 の 学 修 を 必 要 と す

る 内 容 を も っ て 構 成 す る こ と を 標 準 と し ， 授 業 の 方 法 に 応 じ ， 当 該 授 業

に よ る 教 育 効 果 ， 授 業 時 間 外 に 必 要 な 学 修 等 を 考 慮 し て ， 15時 間 か ら 45

時 間 の 授 業 を も っ て １ 単 位 と す る 。   

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず ， 卒 業 論 文 ， 卒 業 研 究 に つ い て は ， 学 修 の 成

果 を 評 価 し て 単 位 を 授 与 す る こ と が 適 切 と 認 め ら れ る 場 合 ， こ れ に 必 要

な 学 修 等 を 考 慮 し て 単 位 数 を 定 め る こ と が で き る 。  

３  文 部 科 学 大 臣 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ り ， 第 1項 の 授 業 を ， 多 様 な メ デ

ィ ア を 高 度 に 利 用 し て ， 当 該 授 業 を 行 う 教 室 等 以 外 の 場 所 で 履 修 さ せ る

こ と が で き る 。  

 

（ 成 績 の 評 価 ）  

第 45条  授 業 科 目 の 成 績 は ， Ａ Ａ ・ Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ ・ Ｚ ・ Ｔ の ７ 種 の 評 語

を も っ て 表 し ， Ａ Ａ ・ Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｔ を 合 格 と す る 。  

 

第 ５ 節  休 学 ， 復 学 ， 退 学 及 び 除 籍  

（ 休 学 ）  

第 46条  学 生 が 疾 病 又 は そ の 他 の 理 由 に よ り ， 就 学 す る こ と が で き な い 場

合 は ， 事 情 を 具 し て 学 長 に 願 い 出 て ， そ の 学 期 又 は 学 年 の 終 わ り ま で 休

学 す る こ と が で き る 。  

(1)  休 学 は ， １ 年 （ ２ 学 期 ） 以 内 と す る 。 た だ し ， 特 別 の 事 情 の あ る

場 合 に は ， 引 き 続 き 許 可 を 願 い 出 る こ と が で き る 。  

(2)  休 学 期 間 は ， 通 算 し て ２ 年 （ ４ 学 期 ） を 超 え る こ と が で き な い 。  

(3)  休 学 期 間 は ， 在 学 期 間 に は 算 入 し な い 。  

(4)  休 学 及 び 休 学 期 間 延 長 を 願 い 出 る と き は ， 所 定 の 様 式 に よ り ， そ

の 事 由 を 証 明 す る 書 類 （ 疾 病 の 場 合 は 診 断 書 ） を 添 付 し て ， 保 証

人 と 連 署 の う え 願 い 出 な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 に よ る 休 学 は ， 学 長 が 決 定 す る 。  

第 47条  疾 病 そ の 他 の 理 由 に よ っ て ， 学 修 す る こ と が 不 適 当 と 認 め ら れ る

場 合 に は 学 長 は 休 学 を 命 ず る こ と が あ る 。  

（ 復 学 ）  

第 48条  第 46条 及 び 第 47条 に よ り 休 学 し た 者 が 復 学 し よ う と す る と き は ，

所 定 の 様 式 に よ り 各 学 期 開 始 ２ 週 間 前 ま で に 学 長 に 願 い 出 な け れ ば な ら

な い 。  

２  休 学 期 間 中 で も ， そ の 事 情 が 終 わ っ た と き は 届 け 出 て 復 学 す る こ と が

で き る 。 た だ し ， 復 学 す る 者 は ， 当 該 納 期 分 の 学 費 等 を 納 入 し な け れ ば

な ら な い 。  

３  復 学 の 時 期 は ， 学 期 の 始 め と す る 。  

（ 退 学 ）  

第 49条  学 生 が 疾 病 又 は そ の 他 の 理 由 に よ り 退 学 し よ う と す る と き は ， 所

定 の 様 式 に よ り ， そ の 事 由 を 証 明 す る 書 類 （ 疾 病 の 場 合 は 診 断 書 ） 及 び

学 生 証 を 添 付 し て ， 保 証 人 と 連 署 の う え 願 い 出 な け れ ば な ら な い 。  

２  学 年 の 途 中 で 退 学 す る 者 は ， 当 該 納 期 分 の 学 費 等 を 納 入 し な け れ ば な

ら な い 。  

３  第 １ 項 に よ る 退 学 は ， 学 長 が 決 定 す る 。  

第 50条  学 生 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き は ， こ れ を 退 学 さ せ る 。  

(1) 性 行 不 良 で 改 善 の 見 込 み が な い と 認 め ら れ る 者  

(2) 学 力 劣 等 で 成 業 の 見 込 み が な い と 認 め ら れ る 者  

(3) 正 当 の 理 由 が な く て 出 席 常 で な い 者  

(4) 学 校 の 秩 序 を 乱 し ， そ の 他 学 生 と し て 本 分 に 反 し た 者  

２  前 項 第 １ 号 及 び 第 ４ 号 に よ る 退 学 は ， 代 議 員 会 の 議 を 経 て 学 長 が 決 定
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す る 。  

３  第 １ 項 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 に よ る 退 学 は ， 学 長 が 決 定 す る 。  

（ 除 籍 ）  

第 51条  学 生 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き は ， こ れ を 除 籍 す る 。  

(1) 定 め る 期 間 内 に 学 費 を 納 入 し な い 者  

(2) 学 則 第 22条 に 定 め る 期 間 に 卒 業 で き な い 者  

(3) 学 則 第 46条 第 ２ 号 に 定 め る 休 学 期 間 を 超 え て も な お 復 学 で き な い 者  

(4) 死 亡 し た 者  

２  前 項 に よ る 除 籍 は ， 学 長 が 決 定 す る 。  

３  第 １ 項 第 １ 号 に よ る 除 籍 は ， 学 期 ご と に 行 う 。  

４  前 項 の 定 め に か か わ ら ず ， 第 74条 に よ る 延 納 許 可 を 受 け た 者 が ， 延 納

期 限 日 ま で に 当 該 学 費 等 を 納 入 し な い 場 合 は ， 当 該 期 限 日 の 翌 日 を も っ

て 除 籍 す る 。  

５  第 １ 項 第 １ 号 に よ り 除 籍 さ れ た 者 は ， 除 籍 日 よ り 15日 以 内 に 除 籍 の 取

消 し を 願 い 出 る こ と が で き る 。  

６  第 １ 項 第 ４ 号 の 死 亡 し た 者 の 除 籍 日 は ， 死 亡 し た 日 と す る 。  

 

 

第 52条  除 籍 と な っ た 者 は ， 退 学 を 願 い 出 る こ と は で き な い 。  

 

第 ６ 節  留 学  

（ 留 学 ）  

第 53条  本 学 が 教 育 上 有 益 と 認 め た と き は ， 外 国 の 大 学 に 留 学 す る こ と を

認 め る こ と が あ る 。  

（ 留 学 の 資 格 ）  

第 54条  留 学 す る こ と が で き る 者 は ， 原 則 と し て 本 学 に １ 年 （ ２ 学 期 ） 以

上 在 学 し ， か つ 各 学 年 次 標 準 以 上 の 単 位 を 修 得 し た 者 と す る 。  

（ 出 願 手 続 き ）  

第 55条  留 学 し よ う と す る 者 は ， あ ら か じ め 留 学 先 の 大 学 等 の 入 学 許 可 証

又 は 受 入 れ 承 諾 書 を 添 付 し ， 所 定 の 様 式 に よ り 願 い 出 て ， 本 学 の 許 可 を

受 け な け れ ば な ら な い 。  

（ 留 学 期 間 ）  

第 56条  在 学 中 に 留 学 で き る 期 間 は ， ２ 年 （ ４ 学 期 ） 以 内 と す る 。  

第 57条  留 学 に 関 す る 取 扱 い は ， 本 章 の 規 程 の ほ か ， 別 に 定 め る と こ ろ に

よ る 。  

 

第 ７ 節  卒 業 及 び 学 位  

（ 卒 業 ）  

第 58条  本 学 に ４ 年 （ ８ 学 期 ） 以 上 在 学 し ， 所 定 の 授 業 科 目 に つ い て 第 Ⅰ

類 科 目 30単 位 ,第 Ⅱ 類 科 目 70単 位 以 上 ,第 Ⅲ 類 科 目 24単 位 以 上 ,合 計 124単

位 以 上 を 修 得 し た 者 に は 学 士 の 学 位 を 授 与 す る 。  

２  卒 業 の 時 期 は ， 学 年 の 終 わ り と す る 。 た だ し ， 学 年 の 途 中 に お い て も ，

学 期 の 区 分 に 従 い ， 学 生 を 卒 業 さ せ る こ と が で き る 。  

（ 学 位 ）  

第 59条  学 士 の 種 類 は ， 次 の と お り で あ る 。  

仏 教 学 部    仏 教 学 科         学 士 (仏 教 学 ) 

人 間 学 部      人 間 科 学 科            学 士 (人 間 科 学 ) 

       社 会 福 祉 学 科       学 士 (社 会 福 祉 学 ) 

臨 床 心 理 学 部  臨 床 心 理 学 科       学 士 (臨 床 心 理 学 ) 

文 学 部     人 文 学 科         学 士 (人 文 学 ) 

       日 本 文 学 科        学 士 (日 本 文 学 ）  

          歴 史 学 科         学 士 (歴 史 学 ) 



14 

 

表 現 学 部    表 現 文 化 学 科       学 士 (表 現 文 化 ) 

       メ デ ィ ア 表 現 学 科     学 士 （ メ デ ィ ア 表 現 ）  

   

地 域 創 生 学 部  地 域 創 生 学 科       学 士 (経 済 学 ) 

公 共 政 策 学 科       学 士 (公 共 政 策 学 ）  

 

第 ８ 節  賞 罰  

（ 表 彰 ）  

第 60条  本 学 学 生 に し て ， 他 の 模 範 と な る よ う な 行 為 の あ っ た 者 は こ れ を

表 彰 す る 。  

（ 懲 戒 ）  

第 61条  本 学 に 在 籍 す る 者 で 本 学 の 学 則 及 び 規 則 に 違 反 し ， 又 は 学 生 の 本

分 に も と り ， 本 学 の 名 誉 を 毀 損 す る 行 為 あ る 者 及 び 成 業 の 見 込 み の な い

者 は ， 教 授 会 の 議 を 経 て 学 長 が こ れ を 懲 戒 す る 。  

第 62条  懲 戒 は 譴 責 ， 謹 慎 ， 停 学 及 び 退 学 と す る 。  

 

第 ９ 節  奨 学 生  

（ 奨 学 生 ）  

第 63条  本 学 在 学 中 ， 学 業 成 績 優 秀 な る 者 に は ， 本 学 奨 学 生 と し て ， 奨 学

資 金 を 支 給 す る こ と が で き る 。  

２  奨 学 生 に 関 す る 規 程 は ， 別 に 定 め る 。  

 

第 10節  厚 生 施 設  

（ 厚 生 施 設 ）  

第 64条  教 職 員 及 び 学 生 の 厚 生 施 設 を 設 け る 。  

 

第 11節  委 託 生 及 び 科 目 等 履 修 生  

（ 外 国 人 特 別 生 ）  

第 65条  削 除  

（ 委 託 生 ）  

第 66条  他 の 大 学 又 は 公 共 機 関 か ら 委 託 推 薦 さ れ た 者 を ， 選 考 の う え ， 委

託 生 と し て 入 学 を 許 可 す る こ と が あ る 。  

２  委 託 生 の 研 修 期 間 は ， １ 年 （ ２ 学 期 ） 以 内 と す る 。 た だ し ， 特 別 の 理

由 あ る 場 合 は ， １ 年 （ ２ 学 期 ） に 限 り 延 長 す る こ と が で き る 。  

３  委 託 生 で ， 授 業 科 目 の 単 位 を 修 得 し た 者 は ， そ の 証 明 書 を 交 付 す る こ

と が で き る 。  

４  委 託 生 に は ， 第 ２ 章 の 規 定 の ほ か ， 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。 た だ し ，

委 託 生 に つ い て は 第 ７ 節 は 適 用 し な い 。  

 

（ 科 目 等 履 修 生 ）  

第 67条  本 学 に 科 目 等 履 修 生 を 置 く こ と が で き る 。  

２  科 目 等 履 修 生 に 関 す る 規 程 は ， 別 に 定 め る 。  

第 68条  削 除  

（ 教 職 特 別 課 程 ）  

第 69条  削 除  

 

第 12節  入 学 検 定 料 ， 学 費 等  

（ 入 学 検 定 料 ， 学 費 等 ）  

第 70条  入 学 試 験 を 受 け る 者 は ， 別 表 （ 13） － １ の 入 学 検 定 料 を 納 付 し ，

入 学 を 許 可 さ れ た 者 は ， 別 表 （ 13） － １ 及 び － ２ の 学 費 等 を 納 入 し な け

れ ば な ら な い 。 転 入 ， 編 入 ， 再 入 学 ， 復 籍 の 場 合 も こ れ に 準 ず る 。  
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（ 学 費 等 ）  

第 71条  学 費 等 の 納 入 の 金 額 は ， 別 表 （ 13） － １ 及 び ２ に 定 め る 。 教 育 職

員 ， 博 物 館 学 芸 員 等 の 資 格 等 を 取 得 す る た め の 課 程 を 履 修 す る 者 は ， 別

に 定 め る 費 用 を 納 入 す る も の と す る 。  

２  外 国 人 特 別 生 ， 委 託 生 ， 留 学 生 の 学 費 等 は ， こ れ に 準 ず る 。  

３  在 学 中 学 費 等 に つ い て 変 更 の あ っ た 場 合 に は ， 新 た に 定 め ら れ た 金 額

を 納 入 す る も の と す る 。  

第 72条  学 費 等 は ， 学 年 の 始 め に お い て ， 指 定 期 日 以 内 に 納 入 し な け れ ば

な ら な い 。 た だ し ， 授 業 料 及 び 施 設 設 備 費 に つ い て は ， 学 期 ご と に 分 納

す る こ と が で き る 。  

２  指 定 納 期 は ， 第 Ⅰ 期 （ 春 学 期 ） を ４ 月 末 日 ， 第 Ⅱ 期 （ 秋 学 期 ） を ９ 月

末 日 と す る 。  

３  年 度 の う ち ， １ 学 期 の み 在 学 す る 場 合 ， 授 業 料 及 び 施 設 設 備 費 に つ い

て は ， 年 額 の 半 額 を 納 入 す る 。  

４  第 46条 に よ り ， 各 学 期 開 始 前 に 休 学 を 願 い 出 た 場 合 は 休 学 在 籍 料 の み

を 納 入 す る も の と す る 。  

５  第 53条 に よ り ， 海 外 留 学 期 間 中 の 本 学 に お け る 学 費 等 に つ い て は ， 当

該 納 期 授 業 料 を 免 除 す る が ， 諸 費 は 全 額 を 納 入 す る も の と す る 。  

第 73条  一 度 納 付 し た 学 費 等 は ， 原 則 と し て ， こ れ を 返 還 し な い 。  

第 74条  正 当 な 理 由 に よ り ， や む を 得 ず 学 費 等 を 延 納 す る と き は ， 直 ち に

そ の 旨 を 届 け 出 て 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

第 75条  停 学 に 処 せ ら れ た 者 の 学 費 等 は ， 徴 収 す る も の と す る 。  

第 76条  転 学 又 は 退 学 す る と き は ， そ の 期 ま で の 学 費 等 を 徴 収 す る も の と

す る 。  

 

第 13節  公 開 講 座  

（ 公 開 講 座 ）  

第 77条  社 会 人 の 教 養 を 高 め ， 文 化 の 向 上 に 資 す る た め ， 公 開 講 座 を 開 く

こ と が で き る 。  

 

第 14節  改 廃  

（ 改 廃 ）  

第 78条  こ の 学 則 の 改 廃 は ， 代 議 員 会 の 議 を 経 て ， 理 事 会 が 行 う 。 た だ し ,

第 ３ 条 及 び 別 表 (13)の 改 廃 に つ い て は ,理 事 会 が 行 う 。  

 

附  則  

本 学 則 は ， 昭 和 24年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

本 学 則 は ， 昭 和 29年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

本 学 則 は ， 昭 和 44年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

本 学 則 は ， 昭 和 46年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

本 学 則 は ， 昭 和 47年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

本 学 則 は ， 昭 和 48年 10月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

本 学 則 は ， 昭 和 50年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

本 学 則 は ， 昭 和 53年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  
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本 学 則 は ， 昭 和 53年 12月 27日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

本 学 則 は ， 昭 和 54年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

本 学 則 は ， 昭 和 55年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

本 学 則 は ， 昭 和 56年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

１  本 学 則 は ， 昭 和 57年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  昭 和 56年 度 以 前 の 入 学 生 の 単 位 履 修 に つ い て は ， 従 前 の 例 に よ る 。  

３  昭 和 57年 ３ 月 31日 現 在 在 学 す る 者 に か か る 学 費 等 の 額 は ， 従 前 の 例 に

よ る 。  

附  則  

本 学 則 は ， 昭 和 58年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

本 学 則 は ， 昭 和 59年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

本 学 則 は ， 昭 和 60年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

１  学 則 第 ３ 条 第 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 昭 和 61年 度 か ら 平 成 11年 度 ま で

の 期 間 を 付 し た 入 学 定 員 は ， 次 の と お り と す る 。  

 

学    部  学    科  入  学  定  員  

仏  教  学  部  仏 教 学 科          １５０名  

文   学   部  

哲    学    科  １００名  

史    学    科  １００名  

文
学
科

 

国  文  学  専  攻   ８０名  

英語英文学専攻   ８０名  

社 会 学 科           ８０名  

社 会 福 祉 学 科           ８０名  

合        計  ６７０名  

 

２  本 学 則 は ， 昭 和 61年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

本 学 則 は ， 昭 和 62年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

１  本 学 則 は ， 昭 和 63年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  施 行 年 度 以 前 の 入 学 者 に つ い て の 履 修 方 法 に つ い て は ， 従 前 の 学 則 に

よ る 。  

附  則  

本 学 則 は ， 平 成 元 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

本 学 則 は ， 平 成 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  
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本 学 則 は ， 平 成 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

た だ し ， 教 育 職 員 免 許 法 の 一 部 改 正 に 伴 い ， 本 学 学 則 別 表 （ ３ ） は 平 成

２ 年 度 入 学 者 か ら 適 用 す る 。  

附  則  

１  学 則 第 ３ 条 第 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず ， 平 成 ４ 年 度 か ら 平 成 11年 度 ま

で の 期 間 を 付 し た 入 学 定 員 は ， 次 の と お り と す る 。  

 

 

 

学    部  学    科  入  学  定  員  

仏  教  学  部  仏 教 学 科          １６０名  

文   学   部  

哲    学    科  １４０名  

史    学    科  １２０名  

文
学
科

 

国  文  学  専  攻   ８０名  

英語英文学専攻   ８０名  

社 会 学 科           ８０名  

社 会 福 祉 学 科          １１０名  

合        計  ７７０名  

 

２  こ の 期 間 を 付 し た 入 学 定 員 は ， 平 成 11年 度 ま で と す る 。  

３  本 学 則 は ， 平 成 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

１  本 学 則 は ， 平 成 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  平 成 ４ 年 度 以 前 の 入 学 生 の 単 位 履 修 等 に つ い て は 当 該 入 学 年 度 の 学 則

に 準 拠 す る 。  

３  学 則 第 ３ 条 第 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 平 成 ５ 年 度 か ら 平 成 11年 度 ま で

の 期 間 を 付 し た 入 学 定 員 は ， 次 の と お り と す る 。  

 

 

 

 

学  部  学    科  専  攻  入学定員  

人 間 学 部      

仏 教 学 科           １６０名  

人 間 福 祉 学 科          

社会福祉学専攻   ８０名  

生 涯 教 育 専 攻         ４５名  

臨床心理学専攻   ４５名  

社 会 学 科          
  ８０名  
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文  学  部  

国 際 文 化 学 科          
 １６０名  

日本語・日本文学科  
  ８０名  

史    学    科  
 １００名  

合        計  
 ７５０名  

 

４  学 則 第 40条 第 １ 項 に か か る 本 学 学 則 別 表 （ ３ ） に つ い て は ， 平 成 ５ 年

度 入 学 者 か ら 適 用 す る 。  

附  則  

本 学 則 は ， 平 成 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

本 学 則 は ， 平 成 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

本 学 則 は ， 平 成 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

１  本 学 則 は ， 平 成 ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  学 則 第 ３ 条 第 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 平 成 ９ 年 度 か ら 平 成 11年 度 ま で

の 期 間 を 付 し た 入 学 定 員 は ， 次 の と お り と す る 。  

 

 

学  部  学    科  専   攻  コース  入学定員  

人間学部  

 

仏   教   学   科   

昼間主コース 160名  

夜間主コース   50名  

人  間  福  祉  学  科  

社会福祉学専攻  
  80名  

生涯教育専攻  
  45名  

臨床心理学専攻  
  45名  

社    会    学    科   
  80名  

文  学  部  

国  際  文  化  学  科   
 160名  

日本語・日本文学科   

 

 

 80名  

史    学    科   
 100名  

合            計  
 800名  

 

３  学 則 第 40条 第 １ 項 に か か る 本 学 学 則 別 表 （ ３ ） に つ い て は ， 平 成 ５ 年

度 入 学 者 か ら 適 用 す る 。  

附  則  

本 学 則 は ， 平 成 10年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

１  本 学 則 は ， 平 成 11年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  学 則 第 ３ 条 第 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 平 成 11年 度 の 期 間 を 付 し た 入 学

定 員 は ， 次 の と お り と す る 。  

学  部  学    科  専  攻  コ  ー  ス  入学定員  
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人間学部  

仏  教  学  科  

 

 

昼間主コース  160名  

夜間主コース  50名  

人間福祉学科  

社会福祉学専攻  

昼間主コース  105名  

夜間主コース  40名  

臨床心理学専攻  

昼間主コース  65名  

夜間主コース  20名  

社  会  学  科   

昼間主コース  80名  

夜間主コース  30名  

文  学  部  

国際文化学科   

昼間主コース  160名  

夜間主コース  50名  

日本語・ 
日本文学科  

 

昼間主コース  80名  

夜間主コース  25名  

史    学    科   

昼間主コース  100名  

夜間主コース  35名  

合      計  
昼間主コース  750名  

夜間主コース  250名  

 

附  則  

１  本 学 則 は ， 平 成 12年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  第 ３ 条 及 び 第 59条 の 規 定 に か か わ ら ず 平 成 12年 ３ 月 31日 に 在 学 す る 学

生 が 卒 業 す る ま で 社 会 学 科 は 存 続 す る も の と す る 。  

３  学 則 第 ３ 条 第 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 平 成 12年 度 か ら 平 成 16年 度 の 入

学 定 員 は ， 次 の と お り と す る 。  

 

学

部  

学    科  専  攻  コ  ー  ス  

入学定員  

平 成 

12年度 

平 成 

13年度 

平 成 

14年度 

平 成 

15年度 

平 成 

16年度 

人 
 

間 
 

学 
 

部

 

 仏  教  学  科  

 

 

 

昼間主コース   140名   120名   100名   100名   100名  

夜間主コース   50名   50名   50名   50名    50名  

人間福祉学科  

社会福祉学専攻  

昼間主コース   105名   105名   105名   105名   100名  

夜間主コース    40名    40名   40名   40名    40名  

臨床心理学専攻  

昼間主コース    65名    65名   65名   65名    65名  

夜間主コース    20名    20名   20名   20名    20名  

人 間 科 学 科        

 

 

 

昼間主コース    80名    80名   80名   80名    80名  

夜間主コース    30名    30名   30名   30名    30名  
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文
学
部

 

国際文化学科  

 

 

 

昼間主コース   145名   130名   115名   100名   100名  

夜間主コース   50名    50名   50名   50名    50名  

日本語・ 
日本文学科  

 

 

 

昼間主コース    80名    80名   80名   65名    65名  

夜間主コース    25名    25名   25名   25名    25名  

史    学    科  

 

 

 

昼間主コース   100名   100名   100名   95名    65名  

夜間主コース   35名    35名   35名   35名    35名  

合      計  
昼間主コース   715名   680名   645名   610名   575名  

夜間主コース   250名   250名   250名   250名   250名  

 

４  改 正 前 第 37条 第 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 授 業 科 目 の 履 修 方 法 に つ い て

は ， 制 限 を 設 け な い も の と す る 。 た だ し ， こ の 規 定 は ， 施 行 年 度 以 前 の

入 学 者 に つ い て も 適 用 す る 。  

附  則  

１  本 学 則 は ， 平 成 13年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  学 則 第 ３ 条 第 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 平 成 13年 度 か ら 平 成 16年 度 の 入

学 定 員 は ， 次 の と お り と す る 。  

 

 

 

 

学

部  

学    科  専  攻  コ  ー  ス  

入学定員  

平 成 

13年度 

平 成 

14年度 

平 成 

15年度 

平 成 

16年度 

人 

間 

学 

部

 

 仏  教  学  科  

 
昼間主コース   105名   100名   100名   100名  

夜間主コース    50名    50名    50名    50名  

人間福祉学科  

社会福祉学専攻 

昼間主コース   105名   105名   105名   100名  

夜間主コース    40名    40名    40名    40名  

臨床心理学専攻 

昼間主コース    65名    65名    65名    65名  

夜間主コース    20名    20名    20名    20名  

人 間 科 学 科        

 

 
昼間主コース    80名    80名    80名    80名  

夜間主コース    30名    30名    30名    30名  

文 
 

学 
 

部

 

国際文化学科  

 

 
昼間主コース   145名   115名   100名   100名  

夜間主コース    50名    50名    50名    50名  

日本語・  

日本文学科  

 

 
昼間主コース    80名    80名    65名    65名  

夜間主コース    25名    25名    25名    25名  

史    学    科  
 

昼間主コース   100名   100名    95名    65名  
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夜間主コース    35名    35名    35名    35名  

合      計  
昼間主コース   680名   645名   610名   575名  

夜間主コース   250名   250名   250名   250名  

 

附  則  

本 学 則 は ， 平 成 14年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

１  本 学 則 は ， 平 成 15年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  学 則 第 ３ 条 第 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 平 成 15年 度 か ら 平 成 16年 度 の 入

学 定 員 は ， 次 の と お り と す る 。  

 

 

 

 

 

 

学部  学    科  専  攻  コ  ー  ス  

入学定員  

平成 

15年度 

平成 

16年度 

人 

間 
学 

部 

 仏  教  学  科  

 
昼間主コース  80名   80名  

夜間主コース   40名    40名  

 

 

人間福祉学科 

 

 

         

社会福祉学専攻 

昼間主コース  105名   100名  

夜間主コース   40名    40名  

臨床心理学専攻 

 

 

昼間主コース   65名    65名  

夜間主コース   20名    20名  

人 間 科 学 科        

 

 

昼間主コース   100名    100名  

夜間主コース   40名    40名  

文 
 

学 
 

部

 

表現文化学科 

 

 

昼間主コース  100名   100名  

夜間主コース   50名    50名  

歴史文化学科 

 

 

昼間主コース   160名    130名  

夜間主コース   60名    60名  

合      計  
昼間主コース  610名   575名  

夜間主コース  250名   250名  

（ 文 学 部 国 際 文 化 学 科 ， 日 本 語 ・ 日 本 文 学 科 ， 史 学 科 の 存 続 に 関 す る

経 過 措 置 ）  

文 学 部 国 際 文 化 学 科 ， 日 本 語 ・ 日 本 文 学 科 ， 史 学 科 は ， 改 正 後 の 学 則

第 ３ 条 第 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 平 成 15年 ３ 月 31日 に 当 該 学 科 に 在 学
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す る 者 が 卒 業 す る ま で の 間 ， 存 続 す る も の と す る 。  

 

附  則  

本 学 則 は ， 平 成 16年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

本 学 則 は ， 平 成 17年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

本 学 則 は ， 平 成 18年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

本 学 則 は ， 平 成 19年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

本 学 則 は ， 平 成 20年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

１  本 学 則 は ， 平 成 21年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 人 間 福 祉 学 科 臨 床 心 理 学 専 攻 の 存 続 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

２  第 ３ 条 及 び 第 59条 の 規 定 に か か わ ら ず 平 成 21年 ３ 月 31日 に 在 学 す る 学

生 が 卒 業 す る ま で 人 間 福 祉 学 科 臨 床 心 理 学 専 攻 は 存 在 す る も の と す る 。  

附  則  

１  本 学 則 は ， 平 成 22年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。                                        

（ 人 間 学 部 仏 教 学 科 ， 文 学 部 表 現 文 化 学 科 ， 歴 史 文 化 学 科 の 存 続 に 関 す

る 経 過 措 置 ）  

２  第 ３ 条 及 び 第 59条 の 規 定 に か か わ ら ず 平 成 22年 ３ 月 31日 に 在 学 す る 学

生 が 卒 業 す る ま で 人 間 学 部 仏 教 学 科 ， 文 学 部 表 現 文 化 学 科 ， 歴 史 文 化 学

科 は 存 続 す る も の と す る 。  

附  則  

１  本 学 則 は ， 平 成 23年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 人 間 科 学 科 人 間 科 学 専 攻 ， 教 育 人 間 学 専 攻 の 存 続 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

２  第 ３ 条 及 び 第 59条 の 規 定 に か か わ ら ず 平 成 23年 ３ 月 31日 に 在 学 す る 学

生 が 卒 業 す る ま で 人 間 科 学 科 人 間 科 学 専 攻 ， 教 育 人 間 学 専 攻 は 存 続 す る

も の と す る 。  

附  則  

本 学 則 は ， 平 成 24年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

本 学 則 は ， 平 成 25年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

本 学 則 は ， 平 成 25年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

本 学 則 は ， 平 成 26年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

本 学 則 は ， 平 成 26年 ９ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

１  本 学 則 は ， 平 成 27年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  平 成 26年 ４ 月 １ 日 現 在 ， 現 に 在 籍 し て い る 者 の 単 位 の 履 修 方 法 及 び 学

位 の 名 称 等 に つ い て は ， 当 該 入 学 年 度 の 学 則 を 適 用 す る 。  

附  則  

１  本 学 則 は ， 平 成 28年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  平 成 27年 ４ 月 １ 日 現 在 ， 現 に 在 籍 し て い る 者 の 単 位 の 履 修 方 法 及 び 学

位 の 名 称 等 に つ い て は ， 当 該 入 学 年 度 の 学 則 を 適 用 す る 。  

附  則  

本 学 則 は ， 平 成 28年 12月 ６ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

１  本 学 則 は ， 平 成 29年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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２  平 成 28年 ４ 月 １ 日 現 在 ， 現 に 在 籍 し て い る 者 の 単 位 の 履 修 方 法 及 び 学

位 の 名 称 等 に つ い て は ， 当 該 入 学 年 度 の 学 則 を 適 用 す る 。  

附  則  

本 学 則 は ， 平 成 29年 10月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

本 学 則 は ， 平 成 30年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  
 1 本 学 則 は ， 平 成 30年 6月 6日 か ら 施 行 す る 。  
 2  内 閣 府 地 方 と 東 京 圏 の 学 生 対 流 促 進 事 業 （ 平 成 30年 度 か ら 平 成 33年

度 ま で の 4か 年 度 事 業 ） に よ る 協 働 大 学 と の 申 し 合 わ せ に 基 づ き ， 地 域
創 生 学 部 の 開 講 科 目 と し て 認 定 す る 科 目 （ 平 成 30年 度 ） は ， 下 表 の と お
り と す る 。  

 

（ 静 岡 産 業 大 学 ）  
    

静 岡 産 業 大 学  大 正 大 学  地 域 創 生 学 部  

静 岡 産 業 大 学 開 講 科 目  単 位 数  科 目 群  
単 位 数  

し ず お か 学  2  
専 門 ・

地 域 創

生 理 論

科 目 群  

し ず お か 学 （ 静 岡 産 業 大

学 ）  2  

情 報 技 術 基 礎  2  
情 報 技 術 基 礎 （ 静 岡 産 業

大 学 ）  2  

 

 

（ 島 根 大 学 ）  

    

島 根 大 学  大 正 大 学  地 域 創 生 学 部  

島 根 大 学 開 講 科 目  単 位 数  科 目 群  単 位 数  

島 根 の 企 業 と 経 済  2  

専 門 ・

地 域 創

生 理 論

科 目 群  

島 根 の 企 業 と 経 済 （ 島 根

大 学 ）  2  

島 大 ミ ュ ー ジ ア ム 学  2  
島 大 ミ ュ ー ジ ア ム 学 （ 島

根 大 学 ）  2  

地 域 未 来 論  2  
地 域 未 来 論 （ 島 根 大 学 ）  

2  

実 例 ビ ジ ネ ス 開 発 論  2  
実 例 ビ ジ ネ ス 開 発 論 （ 島

根 大 学 ）  2  

 

附  則  

本 学 則 は ， 平 成 31年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

１  本 学 則 は ， 令 和 元 年 ６ 月 11日 か ら 施 行 す る 。  

２  内 閣 府 地 方 と 東 京 圏 の 学 生 対 流 促 進 事 業 （ 平 成 30年 度 か ら 令 和 3年 度 ま

で の 4か 年 度 事 業 ） に よ る 協 働 大 学 と の 申 し 合 わ せ に 基 づ き ， 地 域 創 生 学

部 の 開 講 科 目 と し て 認 定 す る 科 目 （ 令 和 元 年 度 ） は ， 下 表 の と お り と す

る 。  
（ 静 岡 産 業 大 学 ）   

静 岡 産 業 大 学  大 正 大 学  地 域 創 生 学 部  

静 岡 産 業 大 学

開 講 科 目  

単 位 数  科 目 群  単 位 数  
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し ず お か 学  2 専 門 ・ 地 域 創 生 理

論 科 目 群  

し ず お か 学  

（ 静 岡 産 業 大 学 ）  

2  

（ 島 根 大 学 ）   

島 根 大 学  大 正 大 学  地 域 創 生 学 部  

島 根 大 学 開 講 科 目  単 位 数  科 目 群  単 位 数  

島 根 の 企 業 と 経 済  2  専 門 ・

地 域 創

生 理 論

科 目 群  

島 根 の 企 業 と 経 済 （ 島 根

大 学 ）  

2  

課 題 解 決 人 材 入 門 ：  

東 京 圏 と 島 根 県 の  

学 生 の 対 流  

2  課 題 解 決 人 材 入 門 ：  

東 京 圏 と 島 根 県 の  

学 生 の 対 流 （ 島 根 大 学 ）  

2  

地 域 博 物 館 へ の  

い ざ な い  

2  地 域 博 物 館 へ の い ざ な い  

（ 島 根 大 学 ）  

2  

地 域 未 来 論  2  地 域 未 来 論 （ 島 根 大 学 ）  2  

 

附  則  

本 学 則 は ， 令 和 元 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

１  本 学 則 は ， 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。   

２  第 3条 及 び 第 59条 の 規 定 に か か わ ら ず 令 和 2年 3月 31日 に 在 学 す る 学 生 が

卒 業 す る ま で ， 人 間 学 部 社 会 福 祉 学 科 ， 人 間 学 部 人 間 環 境 学 科 ， 人 間 学

部 教 育 人 間 学 科 は 存 続 す る も の と す る 。  

附  則  

本 学 則 は ， 令 和 ２ 年 ６ 月 18日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

本 学 則 は ， 令 和 ２ 年 ９ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附   則  

１  本 学 則 は ， 令 和 ２ 年 ９ 月 18日 か ら 施 行 す る 。  

２  新 型 コ ロ ナ ウ ィ ル ス 禍 に お け る 学 生 の 通 学 機 会 を 確 保 す る た め ， 仏 教

学 部 ， 文 学 部 ， 人 間 学 部 ， 心 理 社 会 学 部 ， 表 現 学 部 ， 地 域 創 生 学 部 の ６

学 部 を 対 象 と す る 。 開 設 期 間 は ， 最 長 で 令 和 ５ 年 ３ 月 31日 ま で と す る 。  

学部 対象学年 科目分類 科目の名称 単位数 科目の種類 
仏教学部 
文学部 

心理社会学部 
1 第Ⅲ類科目 教養総合 1 単位 自由科目 

仏教学部 
文学部 
人間学部 

心理社会学部 
表現学部 

地域創生学部 

2・3・4 第Ⅲ類科目 専門総合 
1 単位 
2 単位 

自由科目 

 

   附  則   

 本 学 則 は ， 令 和 ２ 年 12月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則   

 本 学 則 は ， 令 和 ３ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則   

 本 学 則 は ， 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 本 学 則 は ， 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則   

 本 学 則 は ， 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則   
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１  本 学 則 は ， 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。   

２  第 ３ 条 及 び 第 59条 の 規 定 に か か わ ら ず 令 和 ６ 年 ３ 月 31日 に 在 学 す る 学

生 が 卒 業 す る ま で ， 社 会 共 生 学 部 公 共 政 策 学 科 ， 社 会 共 生 学 部 社 会 福 祉

学 科 ， 心 理 社 会 学 部 人 間 科 学 科 ， 心 理 社 会 学 部 臨 床 心 理 学 科 は 存 続 す る

も の と す る 。  

３  別 表 （ ２ ） -１ の 改 正 に つ い て は ， 令 和 ４ 年 度 入 学 生 か ら 適 用 す る 。  

４  別 表 （ ２ ） -２  第 Ⅲ 類 科 目  G群 （ ス ポ ー ツ 関 連 科 目 ） の う ち ， 「 ス ポ

ー ツ 社 会 学 概 論 」 「 ス ポ ー ツ 行 政 論 」 ， 「 ス ポ ー ツ と ホ ス ピ タ リ テ ィ 」 ，

「 ス ポ ー ツ 経 営 管 理 論 」 は 令 和 ４ 年 度 入 学 生 か ら 適 用 す る 。  


